
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福島県県北農林事務所管内における「地

域水田農業活性化緊急対策」の取り組みは、

３月末現在で３３３名で約１００ha の契

約状況となっており、今後の契約分も含め

て約１２０ha 以上の新たな生産調整の拡

大が期待される。 

 県北地方の過剰作付面積（約５９０ha）

から見ると約２０％という状況であり、さ

らなる生産調整の拡大のため、引き続き緊

急対策の活用を推進している。 

 

１ これまでの取り組み 

 緊急対策の実施にあたっては、約１ヶ月

（当初は２月２２日まで）の間に、全農業

者への説明を実施するなど、限られた時間

のなかでの取り組みが行われた。 

 特に福島市地域水田農業協議会（以下「福

島市協議会」）においては、独自のパンフ

レットを作成し農業者に生産調整の必要性

を訴えた。市内２３０以上の集落毎に説明

会を開催し、パンフレットと併せて、生産

調整（緊急対策）の申込書を配布した。回

収は全てＪＡ職員が農業者宅を訪問して回

収する方法をとり、説明会に出席していな

い農業者にも生産調整の必要性や緊急対策

を個別に説明した。その結果、福島市協議

会は緊急対策の契約者が１８８名で小規模

な農業者や未達成農業者を多く契約に結び

つけることができた。 

 
 また、福島市協議会では、緊急対策の取

組面積が増加したことで、産地づくり交付

金が不足するという事態（２月に農業者に

説明した産地づくり交付金単価を下げるざ

るを得ない事態）となったが、協議会の構

成員である３者の方針作成者から負担金を

徴収して、協議会独自の助成制度（産地づ

くり交付金の上乗せ制度）を設定し、２月

に農業者に説明した交付金単価を維持する

こととした。 

 このような協議会独自の産地づくり交付

金の上乗せ助成等の取り組みは管内でも福

島市協議会のみだが、県内の各協議会でも

是非、福島市協議会の事例を参考として、

地域の実情に沿った協議会独自の取り組み

を実施していただきたい。 

 福島市以外の協議会においても取り組み

の違いはあるものの、地域の特性を生かし

ながら、ホールクロップサイレージや飼料

米、あるいは、大豆、果樹等を重点作物と

して緊急対策に取り組み、農業者への説明

等を実施し、契約の拡大に努めており、現

在も引き続き緊急対策を推進している。 

 農林事務所としても農業普及部・農業普

及所等が中心となって、集落営農組織や稲

作生産組合等をターゲットとして、生産調

整の必要性と緊急対策の説明を行い、その

成果として、稲作組織全体で約２０ha 以上

のホールクロップサイレージを生産する組

織も出てきている。 

 また、４月現在の各協議会の緊急対策推

進の方法としては、「水稲生産実施計画書

（営農計画書）」の集計作業をもとに、計

画書未提出者や、未達成農業者に対し、改

めて戸別訪問や文書等による生産調整への

協力要請と、再度緊急対策や水田経営所得

安定対策の説明等を行いながら、生産調整

へ誘導している。 

 以上の成果から、県北地方９市町村で、
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６月末までに１２０ha 以上の緊急対策の

契約が見込まれている。 

 

２ これからの取り組み 

（１）ホールクロップサイレージの生産拡

大に向けて 

 当管内の今年度のホールクロップ生産

は、緊急対策の実施により約５５ha、既存

の生産調整分（作物転換等を含む）で約２

６ha の合計８１ha を予定しており、昨年度

までの管内生産面積１１ha の約８倍とな

る見込みである。 

 今年始めてホールクロップサイレージを

生産する農業者が多いことから、農林事務

所としてもＪＡ等の生産団体と農業振興普

及部・農業普及所が一体となって栽培指導

等を積極的に行い、飼料の品質向上に努め

たい。 

 また、飼料の供給先は、緊急対策と並行

して進められた「飼料用イネの給与等に関

する調査」で集約された酪農家を中心とす 

る畜産農家へ供給する予定で、今後は供給 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

方法や販売価格、品質向上対策等について、

管内の飼料増産運動推進協議会等を中心と

して、生産側と利用側の調整を図ることと

している。 

（２）田植期以降の緊急対策の推進方法に

ついて 

 管内の各協議会は、現在「水稲生産実施

計画書（営農計画書）」の集計作業を進め

ており、地道な作業ではあるが、農業者毎

に見て昨年度の計画書と比較して、１アー

ルでも生産調整面積が拡大し、緊急対策の

該当になる農業者については、再度緊急対

策の説明を行いながら契約に結びつける計

画で作業を進めている。 

 また、田植え以降の緊急対策の掘り起こ

しとしては、既に生産調整を実施している

農業者については、加工米による生産調整

面積の拡大、あるいはホールクロップサイ

レージ等へ誘導し、緊急対策の契約に結び

つけ、生産調整面積の拡大を図り、適正な

需給調整へ誘導することとしたい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


